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次年度の PTA 執行部役員の選出が，二学期から始まります。 

1〜5 年生の会員の皆様を対象としたアンケートを実施しますので，ご協力よろしくお願いします。 

●執行部役員とは？ 

執行部役員は，10 名で二小 PTA 全体をまとめる役割を担います。 

翌年 4 月の PTA 総会で承認後，一年間の任期で活動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちの楽しいイベントを支える PTA の役員 

やってみませんか？ 

 

 

●会議について 

  執行部役員全員が出席する会議は以下の通りです。 

（都合がつかない場合，同じ役職の２名のうちどちらか１名が出席すれば問題ありません） 

◎P T A 総 会（毎年４月，書面開催することが多い） 

◎執行部役員会（年６回，各学期２回開催） 

◎実 行 委 員 会（年３回，各学期１回開催。第１回以外は書面開催することが多い） 

●各役職の紹介 

◎会  長（１名）･･･調布市小中28 校の会長と学校長の集まり(P 連)等，二小外の会議・イベントに参加します。 

◎会長補佐（１名）･･･調布市のイベントへの参加取りまとめや，執行部の Web システムの管理をします。 

◎副 会 長（２名）･･･学校や保護者，クラス委員との連絡窓口として，執行部内を取りまとめます。 

◎校  外（２名）･･･児童の安全かつ健全な成長を図るために，地域の方と協力して校外活動を取りまとめます。 

◎書  記（２名）･･･PTA 活動に必要な書類を作成・配布し，活動内容をお知らせします。 

◎会  計（２名）･･･PTA 活動の資金や物品を管理します 

●パソコンについて 

執行部の仕事は，ほとんどの役職でパソコンを使います。 

PTA ではパソコンを所持していないため，ご自宅のパソコンで作業していただくことになります。 

会長・副会長の１人・校外の１人は，パソコンが無くてもできる役職です。 



●現執行部役員からのメッセージ 

 

 

 

                         

 

 

                                     

 

 

 

 

 

               

 

  

 

 

 

                                     

 

 

 

 



●役員選出のながれ 

全般的に執行部が主導し，クラス実行委員の方にもお手伝いいただきます。 

STEP1：１０月 アンケートを実施  

現１～5 年生の PTA 会員を対象としたアンケートを実施します。 

アンケートはすぐーるで配信します。 

すぐーる内 URL もしくは添付の「次年度 PTA 執行部役員 候補者選出に関するアンケート」にある

Google フォームアンケートの QR コードからアクセスし，ご回答をお願いします。 

STEP2：2 学期末保護者会までに役員候補者を選出 

アンケート結果を踏まえて，二小ルール（※）に沿って役員候補者を計 10 名選出します。 

立候補者が満たない学年は，クラス実行委員にお手伝いいただき，2 学期末保護者会でくじ引きを 

行います。 

STEP3：翌年 1 月ごろ 役員候補者同士で役職を決定 

役員候補者 10 名が集まり，希望を出し合い，話し合いなどで役職を決定します。 

３役（会長・副会長・会長補佐）は事前に希望を取り，決定することもあります。 

 

STEP4：翌年 4 月 PTA 総会で承認 

PTA 総会で現役員の解散と，新役員の承認が行われます。 

 

※主な二小ルール 

① 児童一人につき 1 回は執行部役員また
はクラス委員を引き受ける。 

二小在籍中にいずれかの役職を経験する。 

児童が二人以上いれば，上の子の学年から引き受ける。 

② 該当児童で執行部役員を引き受けてい
れば，学年全員が執行部役員もしくはク
ラス委員を 2 回引き受けるまでは免除
される。 

立候補者が合計１０名に満たない場合は，立候補者が少な
い学年からくじ引きで候補者を選出する。 

執行部役員・クラス委員の経験者と辞退承認者を除いた保
護者がくじ引き対象者となる。 

③ 該当児童のクラス委員を 1 回引き受け
ていれば，学級全員が役員を引き受ける
までは免除される。 

②参照。 

学級全員に役員が回るまで，くじ引き対象者から外れる。 

④ 辞退届が承認されれば，執行部役員は 
辞退できる。 

辞退理由の例としては，「児童の転校」「保護者の出産」 
「保護者本人の長期傷病療養」などが挙げられる。 

その他の理由で，やむを得ず辞退を希望される場合は， 
執行部で辞退可否を判断する。 

⑤ 
執行部役員の３役（会長・会長補佐・ 

副会長）を１回引き受けると，役員を 

２回分引き受けたこととする。 

②③参照。 

令和７年度から追加。 

 

 


